
町政ニュース

９ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
な
ど

特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
な
ど
の
購
入
費
を
補
助

▼
申
請
方
法

　

次
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
ま
た
は

窓
口
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

▼
対
象　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

ま
た
は
そ
の
人
の
属
す
る
世
帯
の
世

帯
員

●
申
請
日
時
点
に
お
い
て
町
内
に
住

所
を
有
し
て
い
る
65
歳
以
上
の
人

●
特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
や
後
付
け

の
特
殊
詐
欺
電
話
対
策
装
置
な
ど

の
購
入
か
ら
１
年
以
内
で
あ
る
こ

と
●
世
帯
員
全
員
に
町
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い
こ
と

▼
補
助
金
額

　

購
入
費
の
２
分
の
１（
１
０
０
円
未

満
切
り
捨
て
）で
、上
限
５
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
領
収
書（
購
入
日
お
よ
び
購
入
額

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

□
保
証
書
の
写
し

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

まちの花

後
付
け
の
装
置
に
限
り
ま
す

自
動
車
誤
発
進
防
止
装
置
設
置
費
補
助
金

□
取
扱
説
明
書
な
ど（
自
動
車
誤
発

進
防
止
装
置
の
概
要
が
分
か
る
も

の
）

□
装
着
状
況
が
分
か
る
写
真

□
補
助
対
象
者
に
町
税
の
滞
納
が
な

い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

▼
対
象

　

満
70
歳
以
上
で
後
付
け
の
自
動
車

誤
発
進
防
止
装
置
を
購
入
・
設
置
し

た
人
で
、次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

●
申
請
日
に
町
に
住
所
を
有
し
て
い

る
こ
と

●
自
動
車
運
転
免
許
証
を
保
有
し
て

い
る
こ
と

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

●
誤
発
進
防
止
装
置
の
購
入
・
設
置

か
ら
１
年
以
内
で
あ
る
こ
と

※
申
請
回
数
は
1
人
に
つ
き
１
回
限

り
で
す
。

▼
補
助
金
額

　

購
入
お
よ
び
設
置
に
か
か
る
費
用

の
２
分
の
１（
１
０
０
円
未
満
切
り

捨
て
）で
、上
限
２
万
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
運
転
免
許
証
の
写
し

□
自
動
車
検
査
証
の
写
し

□
領
収
書（
購
入
日
お
よ
び
購
入
額

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

まちの鳥

▲申請はこちら
　から



町政ニュース

ひとりで悩んでいませんか？

▲相談窓口一覧
　（県ホームページ）  

DV（ドメスティック・バイオレンス、配偶者や事実婚、
交際相手など親しい関係で起こる暴力）は、許されな
い人権侵害行為です。
つらい思いをされている人はご相談ください。
※命の危険を感じた場合は迷わず１１０番通報してく
ださい。

問い合わせ先
健康福祉課 福祉室
☎26-2246（直通）

乳
幼
児
の
安
全
の
た
め
に

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補
助
金

２
分
の
１（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

で
、上
限
８
，０
０
０
円

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

□
申
請
書（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

□
領
収
書（
購
入
日
お
よ
び
購
入
額

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

□
保
証
書
ま
た
は
取
扱
説
明
書

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
分
か
る
も

の
）の
写
し

▼
申
請
方
法

次
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
ま
た
は

窓
口
か
ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

自
動
車
の
運
転
者
は
、６
歳
未
満

の
乳
幼
児
を
乗
車
さ
せ
て
運
転
す
る

場
合
に
は
、チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

着
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

町
で
は
交
通
事
故
か
ら
子
ど
も
を
守

る
た
め
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
補

助
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

乳
幼
児
を
養
育
す
る
親
権
者
で
、

国
土
交
通
省
の
定
め
る
安
全
基
準
を

満
た
す
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト（
中
古

品
を
除
く
）を
購
入
し
、次
の
全
て
に

該
当
す
る
人

●
申
請
日
に
乳
幼
児
と
親
権
者
が
町

に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

●
購
入
日
に
乳
幼
児
が
６
歳
未
満
で

あ
る
こ
と

●
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

●
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入
か
ら

１
年
以
内
で
あ
る
こ
と

※
補
助
金
を
交
付
で
き
る
台
数
は
乳

幼
児
１
人
に
対
し
１
台
で
す
。

▼
補
助
金
額

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
価
格
の

まちの木
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わが家の愛ドルを募集しています
広報よしおか裏面「わが家の愛ドル」の
コーナーでわが子を紹介してみませんか？
２歳以下のお子さんを募集中です。

▼問い合わせ先
企画財政課 企画室
☎26-2241（直通）▲ご応募は

　こちらから

　不登校の児童・生徒の新たな居場所として、7月
から、吉岡町教育支援センター「ひばりの家」を
オープンします。「ひばりの家」は学校復帰を第一
目標としません。担当職員２人の支援のもと、同
じ悩みを抱える者同士の交流の場や、自分の思い
で過ごすことを通して自主性や社会性を高めてい
く場所としていきます。

不登校児童・生徒の居場所「ひばりの家」開設

問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育室
☎26-2286（直通）

▶所 在 地　吉岡町下野田446番地３
▶開室時間 ㊊～㊍9：00～15：00

▲申請はこちら
　から
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ま
ち
の
職
員
を
募
集
し
ま
す

吉
岡
町
職
員
採
用
試
験（
令
和
７
年
４
月
１
日
採
用
予
定
）

識
な
ど
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
択
一

式
試
験
）

【
第
２
次
試
験
】10
月
中
下
旬

・
各
職
種
共
通　

事
務
適
性
検
査
、面

接
試
験

・
一
般
行
政
事
務　

グ
ル
ー
プ
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
保
健
師　

作
文
試
験

▼
場
所　

吉
岡
町
役
場

▼
申
込
書
配
布

７
月
16
日
㊋
か
ら
人
事
行
政
室
窓
口

で
配
布
ま
た
は
郵
送
請
求

▼
申
込
受
付
期
間

７
月
16
日
㊋
〜
８
月
８
日
㊍

※
開
庁
時
間
内
に
限
り
ま
す
。

※
郵
送
の
場
合
は
、簡
易
書
留
で
８

月
８
日
㊍
消
印
ま
で
有
効

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
７
０-

３
６
９
２

吉
岡
町
大
字
下
野
田
５
６
０
番
地

総
務
課 

人
事
行
政
室

☎
26
・
２
２
４
０（
直
通
）

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

 

一
般
行
政
事
務

▼
採
用
予
定
人
員　

若
干
人

▼
受
験
資
格（
次
の
全
て
に
該
当
す

る
人
）

①
平
成
７
年
４
月
２
日
〜
平
成
19
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

②
日
本
国
籍
を
有
す
る
人
で
地
方
公

務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
該
当
し

な
い
人

 

保
健
師

▼
採
用
予
定
人
員　

若
干
人

▼
受
験
資
格（
次
の
全
て
に
該
当
す

る
人
）

①
昭
和
54
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ

で
、保
健
師
の
免
許
を
有
す
る
人

（
令
和
６
年
度
の
国
家
試
験
に
お

い
て
取
得
見
込
み
の
人
を
含
む
。）

②
日
本
国
籍
を
有
す
る
人
で
地
方
公

務
員
法
第
16
条
の
規
定
に
該
当
し

な
い
人

▼
試
験
日
・
内
容

【
第
１
次
試
験
】９
月
22
日
㊐

適
性
検
査
、教
養
試
験（
時
事
、社
会
、

人
文
お
よ
び
自
然
に
関
す
る
一
般
知

まちの花

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
保
険
料

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。収
入

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、保
険

料
免
除
制
度
や
納
付
猶
予
制
度
が
利

用
で
き
ま
す
。手
続
き
は
保
険
室
窓

口
、ま
た
は
電
子
申
請
で
行
っ
て
く

だ
さ
い
。令
和
６
年
度
の
免
除
な
ど

の
受
け
付
け
は
７
月
１
日
か
ら
開
始

し
、７
月
分
か
ら
令
和
７
年
６
月
分

ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を

行
い
ま
す
。申
請
時
の
２
年
１
カ
月

前
の
月
分
ま
で
免
除
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

失
業
な
ど
で
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
り
、申

請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未
納
期
間

が
あ
る
人
は
、ご
相
談
下
さ
い
。

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
１
４

※
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
流
れ
た
ら
、

２
を
２
回
押
し
て
く
だ
さ
い
。

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

　

令
和
６
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

は
、月
額
１
６
，９
８
０
円
で
す
。保

険
料
は
、日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら

れ
る
納
付
書
に
よ
り
、金
融
機
関
・
郵

便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。ま
た
、ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
て
の

納
付
、そ
し
て
便
利
で
お
得
な
口
座

振
替
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
は
、保
険
料
の
未

納
者
に
対
し
て
、電
話
、書
面
、面
談

に
よ
り
早
期
に
納
付
す
る
よ
う
案
内

を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
納
付
義
務
者
は
被
保
険
者
本
人
、

連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の

申
請
に
つ
い
て

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
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まちの鳥


